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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザがデータ開示をあらかじめ許可した施設
のみに対して、当該ユーザの生体情報データを閲覧可能
とする生体情報データ共有システムを提供する。
【解決手段】生体情報データ共有システムにおいて、ク
ラウドサーバ４００は、ユーザの生体情報データを当該
ユーザの通信端末から受け付けてユーザ毎に格納する生
体情報記憶部４２１と、前記通信端末から、当該通信端
末のユーザが自らの生体情報データの開示を許可する施
設に関する開示施設情報を受け付けてユーザ毎に格納す
る開示施設情報記憶部４２２と、施設用端末からアクセ
ス要求があったとき、開示施設情報記憶部４２２を参照
し、当該施設用端末の施設に対して生体情報データの開
示を許可しているユーザの生体情報データを生体情報記
憶部４２１から抽出するデータ抽出部４３０と、抽出さ
れた生体情報データを施設用端末に提示するアクセス処
理部４５０とを備える。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報測定器によって得られたユーザの生体情報データを、前記生体情報測定器から
前記生体情報データを取得した当該ユーザの通信端末から受け付け、ユーザ毎に格納する
生体情報記憶部と、
　前記通信端末から、当該通信端末のユーザが自らの生体情報データの開示を許可する施
設に関する開示施設情報を受け付け、ユーザ毎に格納する開示施設情報記憶部と、
　施設用端末からアクセス要求があったとき、前記開示施設情報記憶部を参照し、当該施
設用端末の施設に対して生体情報データの開示を許可しているユーザの生体情報データを
前記生体情報記憶部から抽出するデータ抽出部と、
　前記データ抽出部により抽出された生体情報データを、前記施設用端末に提示するアク
セス処理部とを備えた、サーバ。
【請求項２】
　前記アクセス処理部が、前記データ抽出部により抽出された生体情報データを、個々の
ユーザの生体情報データの一覧、および、当該施設への開示が許可されたユーザの少なく
とも一部の生体情報の一覧、のいずれかの状態で表示させる、請求項１に記載のサーバ。
【請求項３】
　前記生体情報記憶部が、前記生体情報データを測定日時データと共に蓄積し、
　表示対象期間を指定させる期間入力受付部をさらに備え、
　前記データ抽出部は、当該施設用端末の施設に対して生体情報データの開示を許可して
いるユーザの生体情報データのうち、前記期間入力受付部を介して指定された表示対象期
間内の生体情報データを前記生体情報記憶部から抽出して提示する、請求項１または２に
記載のサーバ。
【請求項４】
　前記通信端末から、前記生体情報データの関連データを受け付け、当該生体情報データ
に関連付けて格納する関連情報記憶部をさらに備え、
　前記データ抽出部が、前記生体情報記憶部から抽出した生体情報と共に、抽出された生
体情報に関連する関連データを前記関連情報記憶部から抽出して提示する、請求項１～３
のいずれか一項に記載のサーバ。
【請求項５】
　生体情報測定器によって得られたユーザの生体情報データを少なくとも一時的に記憶す
るデータ記憶部と、
　ユーザが自らの生体情報データの開示を許可する施設に関する開示施設情報を取得して
記憶する開示施設情報格納部と、
　前記生体情報データおよび前記開示施設情報を送信するデータ送信部とを備えた、通信
端末。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のサーバと、請求項５に記載の通信端末とを備えた
、生体情報データ共有システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報データ共有システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の健康を管理するために、患者の血糖値等の生体情報データを測定し、測定された
生体情報データを医療機関などに設置されたサーバに自動で送信する遠隔医療システムが
開示されている（特許文献１）。特許文献１に開示された遠隔医療システムによれば、サ
ーバに蓄積されたユーザの生体情報データを管理し、この蓄積されたデータを活用した遠
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隔医療などを行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２１０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、大量のデータをクラウドサーバに集約し、集約したデータを有効に活用するクラ
ウドサービスが発展している。医療分野においても、クラウドにユーザ（患者）の生体情
報データを大量に集約し、集約した生体情報データを、遠隔医療、健康管理、医学研究等
に利用することが期待されている。
【０００５】
　一方で、自身の生体情報データを提供したユーザは、生体情報データを提供した後は、
提供した当該データがどのように扱われるか知ることができない場合がある。また、生体
情報は個人との結びつきが強く、個人の特徴を表す特有のデータとなることが多い。その
ため、生体情報データが、ユーザの予期しない、あるいは意図しないところで使われるこ
とは、プライバシーや個人情報の保護の観点からも好ましくない。
【０００６】
　本開示の目的は、ユーザがデータ開示をあらかじめ許可した施設のみに対して、ユーザ
の生体情報データを閲覧可能とすることができる生体情報データ共有システムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の一態様に係るサーバは、
　生体情報測定器によって得られたユーザの生体情報データを、前記生体情報測定器から
前記生体情報データを取得した当該ユーザの通信端末から受け付け、ユーザ毎に格納する
生体情報記憶部と、
　前記通信端末から、当該通信端末のユーザが自らの生体情報データの開示を許可する施
設に関する開示施設情報を受け付け、ユーザ毎に格納する開示施設情報記憶部と、
　施設用端末からアクセス要求があったとき、前記開示施設情報記憶部を参照し、当該施
設用端末の施設に対して生体情報データの開示を許可しているユーザの生体情報データを
前記生体情報記憶部から抽出するデータ抽出部と、
　前記データ抽出部により抽出された生体情報データを、前記施設用端末に提示するアク
セス処理部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　上記の構成によれば、ユーザ自身がデータ開示をあらかじめ許可した施設のみに対して
、ユーザの生体情報データを閲覧可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】生体情報データ共有システムの概略構成を示す図である。
【図２】血糖値測定器の機能的な概略構成を示すブロック図である。
【図３】血糖値測定器の一例を示す図である。
【図４】スマートフォンの機能的な概略構成を示すブロック図である。
【図５Ａ】血糖値管理アプリの画面の一例を示す模式図である。
【図５Ｂ】血糖値管理アプリに読み込む画像を選択する画面の一例を示す模式図である。
【図６】血糖値管理アプリの画面の一例を示す模式図である。
【図７Ａ】開示施設を登録するための画面の一例を示す模式図である。
【図７Ｂ】開示施設を登録するための画面の一例を示す模式図である。
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【図７Ｃ】開示施設を登録するための画面の一例を示す模式図である。
【図７Ｄ】開示施設を登録するための画面の一例を示す模式図である。
【図８】患者の個人情報の一例を示す図である。
【図９】クラウドサーバの機能的な概略構成を示すブロック図である。
【図１０】病院端末３００で閲覧可能な生体情報データの一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。図中同一または相当部分
には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００１１】
　図１は、一実施形態に係る生体情報データ共有システム１の概略構成を示す図である。
生体情報データ共有システム１は、患者の血糖値測定器（生体情報測定器）１００および
スマートフォン（通信端末）２００と、病院端末（施設用端末）３００と、クラウドサー
バ４００とを含む。クラウドサーバ４００は、１台または複数台のサーバから構成される
。
【００１２】
　患者が血糖値測定器１００で測定した血糖値（生体情報データ）は、当該患者のスマー
トフォン２００へ送られる。血糖値測定器１００とスマートフォン２００との間は、例え
ばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離通信によってデータの送受信が可能である
。
【００１３】
　スマートフォン２００に送られた血糖値は、当該スマートフォン２００からクラウドサ
ーバ４００へ送信され、クラウドサーバ４００に蓄積される。病院端末３００は、例えば
パーソナルコンピュータやタブレットであり、クラウドサーバ４００へアクセスすること
により、そこに蓄積されている患者の血糖値を参照することができる。スマートフォン２
００とクラウドサーバ４００との間、および、クラウドサーバ４００と病院端末３００と
の間は、インターネット等の広域通信網を介して接続可能である。
【００１４】
　クラウドサーバ４００は、複数の病院の病院端末３００からアクセスすることが可能で
ある。ただし、ある患者の血糖値を参照することができる病院端末３００は、当該患者が
血糖値の参照を許可した病院の端末のみに限定される。患者は、自らがどの病院に対して
血糖値の開示を許可するかを、スマートフォン２００を介して制御することができる。こ
の制御については後に詳しく説明する。
【００１５】
　図２は、血糖値測定器１００の機能的構成を示すブロック図である。また、図３に血糖
値測定器１００の外観の一例を示す。血糖値測定器１００は、センサー部１１０と、測定
データ記憶部１２０と、測定データ処理部１３０と、測定データ表示部１４０と、測定デ
ータ送信部１５０と、を備える。また、血糖値測定器１００は、図３に示すように、文字
や画像等を表示するディスプレイ１６０を備える。
【００１６】
　患者は、医師からの指導にしたがい、１日に１回または複数回、指先等を針で穿刺して
血液を採取し、血糖値測定器１００を用いて血糖値を測定する。センサー部１１０は、使
い捨てのグルコースセンサーを挿入するよう構成されている。採取された血液にグルコー
スセンサーを接触させることにより、血液中の血糖値を測定できる。センサー部１１０で
測定された血糖値は、測定日時を表すデータと共に、測定データ記憶部１２０に少なくと
も一時的に格納される。測定データ記憶部１２０に格納された血糖値は、測定データ処理
部１３０によって読み出され、測定データ表示部１４０に送られる。測定データ表示部１
４０は、血糖値測定器１００のディスプレイ１６０に、血糖値等の情報を適宜の形式で表
示するための処理を行う。例えば、図３の例では、ディスプレイ１６０に、測定時の日付
、時刻、測定された血糖値、測定タイミング（図３の例では「食前」）等の情報が表示さ
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れている。
【００１７】
　スマートフォン２００には、血糖値を管理するためのアプリケーションプログラム（以
下、「血糖値管理アプリ」と称する。）が搭載されている。患者は、血糖値の測定を開始
する前に、スマートフォン２００で血糖値管理アプリを起動しておく。この血糖値管理ア
プリは、血糖値測定器１００の制御プログラムと連動する。血糖値測定器１００において
血糖値の測定が終了すると、測定された血糖値は、血糖値測定器１００からスマートフォ
ン２００へ自動的に送信され、スマートフォン２００の血糖値管理アプリがこの血糖値を
受け取る。例えば、血糖値測定器１００においては、センサー部１１０からグルコースセ
ンサーが引き抜かれたことを検知することにより、血糖値の測定終了のタイミングを自動
的に検出することができる。スマートフォン２００が血糖値を受信すると、スマートフォ
ン２００の画面に、血糖値を正常に受信したことを表すメッセージが表示される。なお、
スマートフォン２００の血糖値管理アプリは、例えば一日単位で血糖値の測定結果を表示
することもできる。
【００１８】
　図４は、スマートフォン２００において、血糖値管理アプリに関連する部分の機能的構
成を示すブロック図である。なお、図４に示した各機能部は、必ずしも固有のハードウエ
アで構成されているわけではない。スマートフォン２００のプロセッサが所定のプログラ
ムにしたがって動作することにより、これらの機能部が仮想的に実現される態様であって
もよい。
【００１９】
　スマートフォン２００は、データ受信部２１０と、データ記憶部２２１と、関連データ
格納部２２２と、ユーザ情報格納部２２３と、データ処理部２３０と、ディスプレイ２４
０と、データ送信部２５０と、開示施設情報取得部２７０と、を備える。データ受信部２
１０は、血糖値測定器１００から血糖値を受信して、データ記憶部２２１に格納する。ユ
ーザ情報格納部２２３には、このスマートフォン２００のユーザである患者に関する個人
情報（例えば、患者名、性別、生年月日、身長、体重など）が記憶されている。
【００２０】
　ユーザ情報格納部２２３には、上記の個人情報の他に、タイムゾーン設定に関する情報
を格納することもできる。タイムゾーン設定とは、生活パターン（起床、朝食、昼食、夕
食、就寝）の各時刻を登録できる機能であり、患者が自らの生活習慣にしたがって時刻を
設定できる。設定された時刻は、ユーザ情報格納部２２３に格納される。例えば、昼食時
刻として「１２：００」を設定した場合、設定時刻の２時間前までが「昼食前」、設定時
刻の２時間後までが「昼食後」の時間帯として認識される。タイムゾーン設定を行った後
に、例えば１１：３０に血糖値測定を行うと、この血糖値は、「昼食前」の区分と共にデ
ータ記憶部２２１に格納される。これにより、患者が、測定した血糖値がいつの測定値で
あるかを入力する手間を省くことができる。
【００２１】
　また、ユーザ情報格納部２２３には、上記の個人情報の他に、血糖値の目標値（上限値
および／または下限値）を格納することもできる。
【００２２】
　関連データ格納部２２２には、血糖値に関連して、患者がこのスマートフォン２００を
用いて入力することができるデータ（関連データ）が格納される。関連データとしては、
例えば、食べた物の画像や、患者自身による任意のコメント等がある。例えば、患者は、
血糖値管理アプリの操作画面からスマートフォン２００内の画像にアクセスし、血糖値の
測定前の食事の画像を選択し、関連データ格納部２２２に取り込むことができる。
【００２３】
　例えば、図５Ａに示すように、患者が、血糖値の測定前に、ディスプレイ２４０におい
て、画像を取り込むためのボタン５０１を操作すると、図５Ｂに示すように、スマートフ
ォン２００内に保存されている画像の一覧がディスプレイ２４０に表示される。患者は、
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この画像の中から、血糖値に関連付けるべき画像を選択可能となる。患者によって選択さ
れた画像は、関連データ格納部２２２に登録される。その後、血糖値の測定を行うと、測
定された血糖値は、データ記憶部２２１に格納されると共に、関連データ格納部２２２に
登録された画像と関連付けられる。なお、ここでは、血糖値の測定前に、関連データとし
ての画像を選択するものとしたが、画像の選択は血糖値の測定後に行っても良い。あるい
は、血糖値の測定時刻等の情報に基づいて、データ処理部２３０が、スマートフォン２０
０内に保存されている画像から、関連データとして登録すべき画像の候補を自動的に選択
するようにしても良い。
【００２４】
　このように、測定された血糖値の関連データとして、患者が摂取した食事の画像を登録
することにより、後で患者自身が血糖値の変動と食事との関連性を理解することが容易と
なる。また、後に説明するが、関連データは血糖値と共にクラウドサーバ４００へアップ
ロードされ、病院端末３００からも参照可能となり、医師が生活指導を行うための材料と
することができる。
【００２５】
　さらに、関連データとしては、食事の画像の代わりに、あるいは、食事の画像と共に、
患者が入力する任意のコメント等を用いることができる。コメントは、患者が、スマート
フォン２００からタッチパネル操作によって、テキストや絵文字等で自由に入力すること
ができる。あるいは、スマートフォン２００からコメントを音声入力することもできる。
入力されたコメントも、関連データ格納部２２２に格納される。例えば、「ラーメンと餃
子を食べたので血糖値が高めに出た様子。」等のコメントを入力しておけば、血糖値の変
動と食事との関連性を理解しやすくなり、生活習慣の改善に役立てることができる。
【００２６】
　また、データ処理部２３０において、関連データとして登録された食事の画像から、摂
取カロリーを推定計算するようにしても良い。この場合、データ処理部２３０は、登録さ
れた画像に対して、パターンマッチングやＡＩによる認識等の画像認識処理を行い、画像
に含まれている食事の内容（例えば、ラーメン、餃子等）を特定する。さらに、データ処
理部２３０は、予め定められた、食事内容とカロリーとの対応表を参照し、画像に含まれ
ている食事の総カロリーを計算する。この対応表は、スマートフォン２００内に記憶され
ていても良いし、スマートフォン２００がアクセス可能な外部の記憶装置（例えばクラウ
ドサーバ４００上やそれ以外の外部サーバ）にあっても良い。あるいは、データ処理部２
３０内でカロリー計算を行う代わりに、スマートフォン２００から外部のＡＳＰへ食事の
画像を送信して、カロリー計算の結果だけをＡＳＰから受信するようにしても良い。カロ
リー計算の結果は、単独で関連データとして、あるいは、食事の画像に付随する関連デー
タとして、関連データ格納部２２２に格納される。
【００２７】
　また、データ処理部２３０は、データ記憶部２２１に記憶された血糖値に基づいて、例
えば図６に示すようなグラフを生成して、ディスプレイ２４０に表示させる。図６の例で
は、患者が、表示対象とする期間を指定することができる。データ処理部２３０は、指定
された期間の血糖値をデータ記憶部２２１から抽出し、グラフ化して表示するための表示
データを生成すると共に、当該期間内の平均値等も算出する。
【００２８】
　上述のようにスマートフォン２００に格納された血糖値および関連データは、適宜のタ
イミングで、患者を特定する情報（例えば患者ＩＤ）と共にクラウドサーバ４００へ送ら
れる。クラウドサーバ４００へ送られた血糖値および関連データは、患者ＩＤに基づき、
患者毎に格納される。ここで、「患者毎に格納」とは、記憶領域が患者毎に物理的に分割
されていることを要するものではなく、個々の血糖値および関連データが特定の患者のも
のであることが識別できる状態で格納されていれば足りる。
【００２９】
　血糖値および関連データは、クラウドサーバ４００へ送られた後もスマートフォン２０
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０に少なくとも所定の期間は残されていても良いし、クラウドサーバ４００へ送られた後
はスマートフォン２００から消去されても良い。送信済みの血糖値および関連データをス
マートフォン２００から消去する場合は、必要に応じて、クラウドサーバ４００からスマ
ートフォン２００へ、必要なデータをダウンロードできることが望ましい。
【００３０】
　上記のように、血糖値および関連データをクラウドサーバ４００にアップロードするこ
とにより、クラウドサーバ４００に大量のデータを長期間にわたって蓄積することができ
る。これにより、血糖値測定器１００またはスマートフォン２００の履歴を確認しなくて
も、もしくは血糖値測定器１００またはスマートフォン２００の履歴が消去されてしまっ
ても、過去の測定結果を長期間にわたって遡って確認することが容易となる。また、クラ
ウドサーバ４００に血糖値および関連データを格納することにより、クラウドサーバ４０
０を利用する複数の施設（病院等）で、血糖値および関連データを共有することができる
。
【００３１】
　ただし、本実施形態のクラウドサーバ４００は、複数の病院の病院端末３００からアク
セス可能であるが、患者がデータ開示を許可した病院に対してのみ、その患者のデータ（
血糖値および関連データ）を開示する。以下、データ開示の許可の手順について説明する
。
【００３２】
　患者は、スマートフォン２００を用いて、データ開示を許可する病院の登録を行うこと
ができる。患者は、例えば、かかりつけの病院を、データ共有先（開示施設）として登録
することができる。患者がデータ共有先として指定した病院の情報（開示施設情報）は、
ユーザの個人情報と共にユーザ情報格納部２２３に登録される。
【００３３】
　ここで、スマートフォン２００を用いた開示施設の登録手順を説明する。まず、患者が
、図７Ａに示すように、血糖値管理アプリの設定画面において、「データ共有」を選択す
ると、データ処理部２３０がユーザ情報格納部２２３を参照し、図７Ｂに示すように、デ
ータ共有先（開示施設情報）のリストを表示させる。図７Ｂの例では、開示施設として登
録されている病院は、まだ無い。ここで患者が、「未設定」を選択すると、スマートフォ
ン２００のカメラが起動する。本実施形態の生体情報共有システムを利用可能な病院には
、当該病院を一意に識別するためのＱＲコード（登録商標）を表示したボード等が事前に
配布されている。患者が、図７Ｃに示すように、スマートフォン２００のカメラでＱＲコ
ードを読み取ると、カメラで読み取られたＱＲコード情報が、開示施設情報取得部２７０
に送られる。開示施設情報取得部２７０は、図７Ｄに示すように、血糖値管理アプリの画
面に当該病院の名称を表示させる。患者が病院の名称を確認して「登録」を選択すると、
開示施設情報取得部２７０は、ユーザ情報格納部２２３に、当該病院の名称および／また
は識別コード（施設ＩＤ）が開示施設情報として登録される。つまり、本実施形態におい
ては、ユーザ情報格納部２２３が、開示施設情報格納部を兼ねている。ただし、開示施設
情報格納部が、ユーザ情報格納部２２３とは別に設けられた構成としても良い。
【００３４】
　例えば、図８は、ある患者のデータ共有先（開示施設）として「Ａ病院」が登録されて
いる状態を示す。患者は、かかりつけの病院が複数ある場合は、必要に応じて２つ以上の
病院を開示施設として登録することができる。ユーザ情報格納部２２３に開示施設情報が
新たに登録されると、その後、適宜のタイミングにおいて、新たに登録された開示施設情
報は、データ送信部２５０によりクラウドサーバ４００へ送られ、当該患者の開示施設情
報として登録される。
【００３５】
　なお、ここでは、ＱＲコードを用いて開示施設情報をスマートフォン２００が取得する
例を示したが、開示施設情報を取得する手段はＱＲコードに限定されない。例えば、バー
コードやＩＣタグ等、任意の手段を用いることができる。
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【００３６】
　ここで、図９を参照し、クラウドサーバ４００の機能的な構成について説明する。クラ
ウドサーバ４００は、端末データ受信部４１０と、生体情報記憶部４２１と、開示施設情
報記憶部４２２と、データ抽出部４３０と、アクセス処理部４５０と、を備える。
【００３７】
　端末データ受信部４１０は、前述のように、患者のスマートフォン２００から、当該患
者の血糖値および関連データ、ならびに開示施設情報等のデータを受信する。端末データ
受信部４１０は、受信した血糖値および関連データを、生体情報記憶部４２１に患者毎に
格納する。また、受信した開示施設情報を、開示施設情報記憶部４２２に患者毎に格納す
る。
【００３８】
　アクセス処理部４５０は、病院端末３００からのアクセス要求を処理する。クラウドサ
ーバ４００上では、それぞれの病院に対して専用のログイン用ＵＲＬが割り当てられてい
る。各病院の病院端末３００から、指定されたログイン用ＵＲＬにアクセスし、所定のロ
グイン用ＩＤとパスワードを入力すると、病院端末３００から、本実施形態の生体情報共
有システムを利用することが可能となる。ただし、前述のとおり、各病院の病院端末３０
０からは、当該病院に対してデータ開示を許可している患者のデータだけが閲覧可能であ
る。
【００３９】
　このため、ある病院端末３００からアクセス要求があった場合、アクセス処理部４５０
は、当該アクセス要求から、病院を特定する施設ＩＤを抽出し、データ抽出部４３０へ渡
す。データ抽出部４３０は、開示施設情報記憶部４２２と生体情報記憶部４２１とを参照
し、当該病院を開示施設として登録している患者のデータのみを、生体情報記憶部４２１
から抽出する。抽出されたデータ（血糖値および関連データ）は、アクセス処理部４５０
によって、病院端末３００に対して閲覧可能とされる。
【００４０】
　アクセス処理部４５０は、データ抽出部４３０により抽出されたデータ（血糖値および
関連データ）を、１人の患者のデータの一覧、または、複数の患者のデータの一覧として
、病院端末３００からの要求に応じて提示する。
【００４１】
　また、病院端末３００から、閲覧可能とされた患者のデータに対して、患者や測定時期
等を指定することによって、閲覧対象をさらに絞り込むことも可能である。この場合、ア
クセス処理部４５０は、病院端末３００から表示対象期間を指定させる期間入力受付部（
図示省略）をさらに備える。例えば、図１０は、Ａ病院の病院端末３００から、Ａ病院に
データ開示を許可したある患者のデータにアクセス要求を行った結果、病院端末３００に
表示される画面の一例である。
【００４２】
　さらに、ある患者のデータを病院端末３００から閲覧させる際に、アクセス処理部４５
０が、病院端末３００から指定された期間内の血糖値の変動を見やすくするために、測定
した血糖値をタイムゾーン別に色分けしたり、日内変動をグラフで表したり、統計分析の
数値（平均値、最高値、最低値など）を求めたりする処理を行っても良い。これにより、
医師が、病院端末３００において患者の血糖値の傾向を的確に把握することが容易となる
。
【００４３】
　また、病院端末３００からアクセス要求があった場合、血糖値だけでなく、血糖値に関
連付けられた画像やコメント等の関連データも、病院端末３００から閲覧可能である。こ
れにより、目標設定を上回った（あるいは下回った）日に患者がどのような食事や行動を
したかを医師が確認することができ、患者の生活習慣の把握や指導が容易となるという利
点もある。
【００４４】
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　また、データ開示が許可された病院の病院端末３００から、クラウドサーバ４００に対
して、データのダウンロード要求を行えるようにしても良い。この場合も、アクセス要求
の場合と同様に、当該病院に対してデータ開示を許可した患者のデータのみを、クラウド
サーバ４００から病院端末３００へダウンロードすることが可能とされる。
【００４５】
　上述のとおり、本実施形態に係る生体情報共有システムにおいては、ユーザが自身の生
体情報データを共有しても良いとして事前に登録した施設の病院端末３００に対してのみ
、クラウドサーバ４００上の生体情報データの開示を許可することができる。これにより
、ユーザ自身の生体情報に関するデータが、ユーザの予期しない、あるいは意図しないと
ころで使われるのを防ぐことが可能となる。この結果、プライバシーや個人情報の保護の
観点において優れた生体情報共有システムを実現することができる。
【００４６】
　また、本実施形態に係る生体情報共有システムにおいては、クラウドサーバ４００に格
納されたユーザの生体情報データを複数の共有先に開示することも可能である。これによ
り、例えば、患者がかかりつけ以外の病院からセカンドオピニオンを得る場合等において
も、生体情報データを容易に共有することができる。また、生体情報データを、ユーザが
開示を許可した範囲内で複数の施設で共有することが可能となり、遠隔医療、健康管理、
医学研究等に関して、複数の施設で生体情報データを活用できる。
【００４７】
　［他の実施形態］
　以上、上述した実施の形態は本発明を実施するための例示に過ぎない。よって、本発明
は、上述した実施の形態に限定されることなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で上述した
実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。
【００４８】
　例えば、上述の実施形態においては、生体情報データが血糖値である例を示した。しか
し、生体情報データは血糖値に限定されず、患者による自己測定が可能な様々なデータで
あり得る。例えば、血圧、体温、心拍数、心電図、体重、運動量（例えば１日の歩数やラ
ンニング記録）、睡眠時間、体脂肪率等が、生体情報データの他の例である。
【００４９】
　また、上記の実施形態においては、生体情報測定器（血糖値測定器１００）と通信端末
（スマートフォン２００）とが別体の装置である例を説明した。しかし、通信端末はスマ
ートフォンに限定されない。また、生体情報測定器と通信端末とは、単一の装置として一
体に形成されていても良い。例えば、通信端末がスマートウォッチであり、スマートウォ
ッチが生体情報測定器として心拍数等を測定可能である場合も、本発明の一実施形態であ
る。
【００５０】
　さらに、上記の実施形態においては、生体情報データの開示先の施設が病院である例を
説明した。しかし、開示先の施設は病院には限定されず、介護施設、研究機関、救急車、
スポーツジム等の、個人の生体情報データを利用する可能性がある機関であれば、任意の
施設に適用可能である。
【００５１】
　なお、本発明は、以下のように説明することもできる。
【００５２】
　本発明の一側面としてのサーバは、
　生体情報測定器によって得られたユーザの生体情報データを、前記生体情報測定器から
前記生体情報データを取得した当該ユーザの通信端末から受け付け、ユーザ毎に格納する
生体情報記憶部と、
　前記通信端末から、当該通信端末のユーザが自らの生体情報データの開示を許可する施
設に関する開示施設情報を受け付け、ユーザ毎に格納する開示施設情報記憶部と、
　施設用端末からアクセス要求があったとき、前記開示施設情報記憶部を参照し、当該施
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設用端末の施設に対して生体情報データの開示を許可しているユーザの生体情報データを
前記生体情報記憶部から抽出するデータ抽出部と、
　前記データ抽出部により抽出された生体情報データを、前記施設用端末に提示するアク
セス処理部とを備える。
【００５３】
　このサーバによれば、施設用端末からアクセス要求があったとき、当該施設用端末の施
設に対して生体情報データの開示を許可しているユーザの生体情報データのみを抽出し、
施設用端末に提示する。これにより、複数ユーザの生体情報データをサーバで一元管理し
つつ、どの施設に対して生体情報の開示を許可するかを、ユーザ自身が制御することが可
能となる。
【００５４】
　前記サーバにおいて、前記アクセス処理部が、前記データ抽出部により抽出された生体
情報データを、個々のユーザの生体情報データの一覧、および、当該施設への開示が許可
されたユーザの少なくとも一部の生体情報の一覧、のいずれかの状態で表示させる構成と
しても良い。
【００５５】
　この構成によれば、施設用端末から、個々のユーザの生体情報データの一覧、または複
数のユーザの生体情報の一覧、を選択して閲覧することができる。
【００５６】
　前記サーバにおいて、
　前記生体情報記憶部が、前記生体情報データを測定日時データと共に蓄積し、
　表示対象期間を指定させる期間入力受付部をさらに備え、
　前記データ抽出部は、当該施設用端末の施設に対して生体情報データの開示を許可して
いるユーザの生体情報データのうち、前記期間入力受付部を介して指定された表示対象期
間内の生体情報データを前記生体情報記憶部から抽出して提示する、構成としても良い。
【００５７】
　この構成によれば、施設用端末から表示対象期間を指定することができ、指定した期間
内の生体情報データのみを閲覧することができる。これにより、所望の期間における生体
情報データの経時的変化を把握することが容易となる。
【００５８】
　前記サーバにおいて、
　前記通信端末から、前記生体情報データの関連データを受け付け、当該生体情報データ
に関連付けて格納する関連情報記憶部をさらに備え、
　前記データ抽出部が、前記生体情報記憶部から抽出した生体情報と共に、抽出された生
体情報に関連する関連データを前記関連情報記憶部から抽出して提示する、構成としても
良い。
【００５９】
　この構成によれば、生体情報データの関連データとして種々のデータを受け付けて格納
し、生体情報データと共に閲覧可能とすることにより、生体情報データの分析を行う際に
、関連データを参考にすることができる。
【００６０】
　本発明の他の側面としての通信端末は、
　生体情報測定器によって得られたユーザの生体情報データを少なくとも一時的に記憶す
るデータ記憶部と、
　ユーザが自らの生体情報データの開示を許可する施設に関する開示施設情報を取得して
記憶する開示施設情報格納部と、
　前記生体情報データおよび前記開示施設情報を送信するデータ送信部とを備える。
【００６１】
　また、本発明のさらに他の側面としての生体情報データ共有システムは、上記のいずれ
かにかかる構成のサーバと、上記の通信端末とを備えている。
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【符号の説明】
【００６２】
　１…生体情報データ共有システム、１００…血糖値測定器、２００…スマートフォン、
３００…病院端末、４００…クラウドサーバ
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